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栃木県無料職業紹介事業事務取扱要領

（趣旨）

第１条 この要領は、県内の医療機関に就職を希望する医師（以下「求職者」という。）

の受け入れを促進し、地域医療提供体制の確保を図るため、とちぎ地域医療支援センタ

ー設置要綱第２条第１項第５号に基づき実施する無料職業紹介事業に関して、職業安定

法（昭和２２年法律第１４１号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

一 医療機関 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５において規定する病院

及び診療所をいう。

二 医師 医師法（昭和２３年法律第２０１号）第６条第１項の規定による登録を受け

た者（同法第７条の２第１項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあっては

同条第２項の規定による登録を受けた者に限り、第１６条の２第１項の規定による臨

床研修を受けている者を含む。）をいう。

三 ｅ－ｍａｉｌ（Ｅメール） インターネット上の電子メールシステムをいう。

四 インターネット 個々のコンピューター通信ネットワークを相互に結んで、世界的

規模で電子メールやデータベースなどのサービスを行えるようにしたネットワークの

集合体をいう。

（業務内容）

第３条 とちぎ地域医療支援センターは、県内に所在する医療機関（美容に関する医療を

主な目的とする医療機関を除く。）のうち次条第１項第一号の求人票を提出した医療機

関（以下「求人者」という。）及び求職者を対象として、次に掲げる業務を行う。

一 求人者の求人の申込みの受理

二 求職者の求職の申込みの受理

三 求職者に対する求人情報の提供及び求人者の紹介

四 求職者に対する職業相談その他必要な業務

２ 業務の運用方法については、次条から第７条に定めるもののほか、業務の運営に関す

る規程（別紙１）によるものとする。

（求人）

第４条 求人の申込み及びその受理は、次の方法で実施する。

一 求人の申込みは、原則として求人者又はその代理人が直接来所の上、求人票（様式

第１号）により申込むものとする。

ただし、直接来所できないときは、郵便又はｅ－ｍａｉｌ（Ｅメール）でも差し支

えないものとする。

二 前号の求人票には、業務内容、賃金、労働時間その他雇用条件等を記載するものと

する。

三 求人の申込みの受理は、原則として栃木県の休日に関する条例（平成元年栃木県条

例第２号）第２条第１項に規定する県の休日を除き、月曜日から金曜日までの日の午

前８時３０分から午後５時１５分までとする。



- 2 -

四 求人の申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間その他労働条件が通常の

労働条件と比べて著しく不適当であるときは、その申込みは受理しないものとする。

五 第一号から前号までの規定は、求人内容を変更するとき及び求人の取り消しをする

ときについて準用する。

（求職）

第５条 求職の申込み及びその受理は、次の方法で実施する。

一 求職の申込みは、原則として求職者又はその代理人が直接来所の上、求職票（様式

第２号）により申込むものとする。

ただし、直接来所できないときは、郵便、電話、ファクシミリ又はｅ－ｍａｉｌ（Ｅ

メール）でも差し支えないものとする。

二 前号の求職票には、勤務形態、診療科その他希望する就職条件等を記載するものと

する。

三 第一号の求職の申込みの受理については、前条第１項第三号の規定を準用する。

（紹介等）

第６条 求職者に対する求人情報の提供及び求人者の紹介は、次の方法で実施する。

一 求人情報は、原則としてインターネットを通じて提供するものとする。

ただし、来所者に対しては対面により、インターネットを使用できる環境にない求

職者に対しては、郵便、ファクシミリ又はｅ－ｍａｉｌ（Ｅメール）により提供する

ものとする。

二 求職者に対し求人者を紹介する際は、原則として紹介状を発行するものとする。

三 労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間

は、求人者に紹介はしないものとする。

２ 求職者に対する職業相談は、次の方法で実施する。

一 求職者に対する職業相談は、電話、郵便、ファクシミリ、ｅ－ｍａｉｌ（Ｅメール）

又は面接により実施するものとする。

二 前号の規定による職業相談を受けたときは、懇切丁寧に対応するほか、求職者の希

望と能力に応じた医療機関に就職できるよう支援するものとする。

三 第一号の職業相談については、第４条第１項第三号の規定を準用する。

四 求職者から苦情があったときは、迅速、適切に対応するものとする。

（個人情報の保護）

第７条 求人者又は求職者から知り得た個人情報（個人に関する情報（氏名、住所、生年

月日等の基本的な情報はもとより、思想、信条、信仰、趣味等に関する情報、職業、資

格、学歴等に関する情報、収入、財産状態等に関する情報、健康状態、病歴等に関する

情報など個人に関するすべての情報をいう。）であって、特定の個人が識別され、又は

識別され得るものをいう。以下同じ。）については、個人情報適正管理規程（別紙２）

に基づき、漏えい、滅失及び棄損の防止その他個人情報の適正な管理に努めるものとす

る。

（雑則）

第８条 この要領に定めるもののほか、無料職業紹介事業の運用に関して必要な事項は、

とちぎ地域医療支援センター長が別に定める。


